
価値創造基盤の強化：信頼される組織風土

人権の尊重

　長谷工グループでは、企業価値の維持・増大に向けて、事
業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理するため、

「長谷工グループリスク管理方針」を定めています。

　長谷工グループでは、「長谷工グループ行動規範」の中で
「人権の尊重」を明文化しています。また、人権尊重を図る
取り組みを深化させるため、国連「ビジネスと人権に関す
る指導原則」に沿って、2022年1月に「長谷工グループ人
権方針」を策定しました。グループの社員一人ひとりが人
権に対して理解を深め、常に高い意識を持って業務にあた

　「長谷工グループ人権方針」の策定に伴い、現在、人権
DDの取り組みを進めています。具体的には、経営管理部
門及び協力会社との窓口である建設部門にて「人権ワーキ
ンググループ」を組成し、当社グループの事業活動に関連
して発生しうる人権侵害のリスクを洗い出し、深刻度と発

　この方針を実行するため、リスク管理体制を整備し、方針
に基づくルールや施策を長谷工グループ全役職員に周知・
徹底しています。

ることができるよう、グループ内での浸透を図るととも
に、協力会社等のサプライチェーンに対しても、人権を尊
重した事業活動を要請しています。また、人権デュー・ディ
リジェンスの取り組み等を通じて、人権に配慮した経営に
努めていきます。

生可能性の観点から評価を行った上で、関連する部門やグ
ループ会社の対応状況等の確認を行い、対応が必要な人権
課題を特定しました。
　対応状況については、取締役会まで報告を行っていま
す。今後、継続的に実施していく人権DDの状況等につい

　長谷工グループでは、「長谷工グループリスク管理方針」
を実行するため、最高責任者を長谷工コーポレーション社
長としたリスク管理体制を運用しています。長谷工グルー
プ全体のリスク予防、危機対応等のリスク管理全般に関す
る責任者としてリスク管理グループ統括役員を任命し、長
谷工コーポレーション各事業部門・グループ各社のリスク
管理の指揮をとる責任者として、リスク管理担当役員も任
命しています。また、長谷工グループ全体のリスク管理推進
策の策定、推進に対する助言、推進状況の確認等を行うリス
ク管理部をグループ各社に設置しています。

　長谷工グループでは、大震災その他自然災害発生時のグ
ループ各社の重要業務を明確にし、提供する“住まい”の安
全確保とともに、業務が中断しないこと、中断しても可能
な限り短い期間で再開することができる仕組み、また、従
業員とその家族の安全を確保した上で、事務所や作業を速
やかに保全し、復旧活動・復旧支援に携わる従業員が自律
的に行動することができる仕組みを構築することを目的
として、「事業継続計画」を定めています。
　「事業継続計画」では、長谷工グループが事業活動を展開
する拠点の気象庁地震観測地点において、震度5強を基準

　長谷工コーポレーション社長を委員長とする「リスク統
括委員会」を設置し、四半期に一回の開催に加えて、重大リ
スク発生時には必要に応じて臨時で開催し、リスクの横断
的な収集、分析、評価、対応を行っています。「リスク統括委
員会」での討議内容は必要に応じて取締役会に報告し、リス
ク管理体制の運用状況及びその実効性を評価・監督してい
ます。
※ 「リスク管理・コンプライアンス体制」についてはP51の「リスク管理・

コンプライアンス体制図」をご覧ください。

とする大きな地震が観測された場合 （基準震度に満たな
い場合であっても被害状況等による）、また、地震以外の自
然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火等）につい
ても被害が甚大である場合はグループ統括本部本部長（長
谷工コーポレーション社長）の判断により、本事業継続計
画を発動することと定めています。また、非常事態が発生
した場合の組織及び体制については、当社東京または大阪
にグループ統括本部ならびにグループ統括支援本部他、グ
ループ会社に各社本部、東海地区および九州地区に各地区
本部を設置することとしています。
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